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第第
2525
期
農
業
委
員
会
活
動

期
農
業
委
員
会
活
動

聖
籠
町
農
業
委
員
会
会
長

八
幡

　
　裕

第
25
期
の
農
業
委
員
会
も
こ
の
３
月
で
３
年
間

の
任
期
を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
始
ま
っ
た
活
動
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
間
、

雪
害
や
猛
暑
に
よ
る
被
害
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
等
に
よ
る
資
材
等
の
高
騰
で
本
町
の
農
業

も
大
打
撃
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
昨
年

も
サ
ク
ラ
ン
ボ
に
お
い
て
双
子
果
等
が
多
く
発
生

し
、
果
樹
農
家
の
経
営
意
欲
に
影
響
し
た
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
低
迷
を
続
け
て
い
た
米
価
も
31
年
ぶ
り

に
高
値
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
後
に
つ
い
て
も
こ

の
水
準
を
維
持
で
き
る
の
か
、
不
安
の
残
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

私
ど
も
農
業
委
員
会
の
主
な
業
務
と
し
て
、
遊
休

農
地
の
解
消
、
農
地
法
に
基
づ
く
許
認
可
や
地
域

計
画
の
策
定
、
認
定
農
業
者
と
の
意
見
交
換
会
の

ほ
か
、
町
当
局
・
議
会
へ
の
意
見
書
の
提
出
等
も

行
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
業
務
を
推

進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
農
家
の
皆
様
や
関
係

機
関
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す

地区担当の委員が
農地、農業等に関するご相談に応じます

農業委員の主な役割　①農地法に基づく許認可　②地域農業振興の推進　③農業者の公的代表組織

地 区

四ッ屋
道賀新田
上大谷内

真野・丸潟
桃山・山倉

中の橋
本諏訪山
山諏訪山
本大夫
山大夫

本三賀
山三賀
二本松

外畑・正庵
別條・八幡

蓮野
杉谷内

甚兵衛橋

藤寄
大夫興野

苔沼
聖中ケ丘

蓮潟
蓮潟新田

網代浜
亀塚

次第浜

担当者

神田勝
（27-4566）

栗原一成
（27-5259）

新保要一
（27-4475）

岩渕せん
（27-4324）

宮野公之
（27-4467）

新保勇
（27-4138）

宮野公之
（27-4467）

八幡裕
（27-4083）

新保昭治
（27-4027）

本間政春
（090-8257-1669）

齋藤睦子
（27-3351）

宮下吉勝
（27-1159）

宮下吉勝
（27-1159）

堀常正
（27-8259）

齋藤直樹
（27-7587）

（任期：令和 7 年 3 月 31 日まで）

農
業
委
員
会
の
主
な
動
き

農
業
委
員
会
の
主
な
動
き

令
和
６
年
１
月
～
令
和
６
年
12
月

１
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

２
月
26
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

３
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

４
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

５
月
24
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

６
月
26
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

７
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

　
　
　
　
　
　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修

８
月
２
日
～
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

８
月
26
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

９
月
26
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

10
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

11
月
５
日
～
６
日
　
先
進
地
視
察

（
山
形
県
寒
河
江
市
・
秋
田
県
湯
沢
市
）

11
月
21
日
　
新
潟
県
農
業
委
員
大
会
参
加

11
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会

　
　
　
　
　
　
町
長
・
町
議
会
へ
意
見
書
提
出

12
月
25
日
　
農
業
委
員
会
部
会
・
総
会
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農
業
農
村
整
備
活
動
の
促
進
に
向
け
て

～
国
へ
の
要
望
活
動
実
施
～

農
業
委
員

　本
間

　政
春

　「
こ
の
地
域
を
維
持
し
保
存
す
る
農
業
農

村
整
備
活
動
に
は
予
算
の
獲
得
が
不
可
欠
」

と
の
思
い
か
ら
、
去
る
７
月
11
日
、
西
脇
道

夫
町
長
を
先
頭
に
、
聖
籠
土
地
改
良
区
の
役

員
、
多
面
的
機
能
組
織
の
代
表
と
し
て
蓮
潟

環
境
保
全
チ
ー
ム
の
役
員
で
、
国
へ
の
要
望

活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
聖
籠
町
で
は
、
ほ
ぼ
全
域
で
「
100
年
後
を

見
通
し
た
大
型
の
ほ
場
整
備
事
業
」を
計
画
、

災
害
対
策
を
兼
ね
た
用
水
路
・
排
水
路
の
大

規
模
改
修
事
業
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
併

せ
て
、
農
業
農
村
環
境
保
全
活
動
に
14
組
織

が
参
加
し
、
多
面
的
機
能
支
払
制
度
に
則
り

成
果
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
活
動
を
維
持
・
継
続
す
る
に
は

予
算
の
獲
得
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
聖
籠

町
・
聖
籠
土
地
改
良
区
・
多
面
的
機
能
組
織

と
し
て
初
め
て
、
国
へ
の
要
望
活
動
（
陳

情
）
を
計
画
し
ま
し
た
。
斎
藤
洋
明
衆
議
院

議
員(

現
財
務
副
大
臣)

を
介
し
て
鈴
木
俊

一
財
務
大
臣
、
前
島
明
成
農
村
振
興
局
長
は

じ
め
、
基
盤
整
備
推
進
室
長
・
防
災
対
策
室

長
・
多
面
的
機
能
支
払
推
進
室
長
と
面
談
を

行
い
、
更
な
る
事
業
推
進
を
要
望
し
て
参
り

ま
し
た
。

　
今
回
の
要
望
活
動
は
、
多
面
的
機
能
組
織

の
蓮
潟
環
境
保
全
チ
ー
ム
か
ら
２
名
の
女
性

役
員
の
参
加
を
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
、“
女

性
の
活
躍
を
活
か
し
た
華
や
か
な
要
望
活
動

団
体
”
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
大
い
な
る

効
果
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
も
の
と
自
負
し

て
お
り
ま
す
。
今
後
も
引
き
続
き
町
・
県
・

国
と
連
携
し
て
、
様
々
な
活
動
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

農業委員会先進地視察研修農業委員会先進地視察研修
会長職務代理	 宮下　吉勝

　11 月 5 日、6日の 2日間、山形・秋田に視察研修に行って来ました。
初日は山形県農業総合研究センターで、果樹の試験ほ場を視察しました。さくらんぼ、西洋なし、ぶどう
などの圃場で、栽培技術・管理作業についての説明を受けま
した。聖籠町も「果樹の里」であることから、果樹の品種の
適応性や栽培技術の改善、果樹の貯蔵、流通について話した
ほか、活発かつ積極的に意見交換を行いました。
　2日目は秋田県湯沢市にうかがい、JAこまちねぎ部会の佐
藤部会長から事例報告をいただきました。内容としては、メ
ガ団地園芸事業に係る国・県の補助金を利用して、面積の拡
大や、地域の生産者を集約したうえでの農機の共同利用など
により、販売量を向上させている実績についてであります。
また、ネギ畑にて、佐藤氏が独自で開発された「ネギ魔

ま

神
じん

」
（自走式の作業機で、地元の『農業共済新聞』でも紹介された）
の稼働状況を実演していただきました。作業効率の良さを目
にし、とても勉強になりました。
　今後、聖籠町でも、国・県の補助事業を大いに利用し、園
芸作物などで効率向上を図りながら事業を拡大できればと期
待しております。
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11月25日に
農業委員会が町長と町議会に農業委員会が町長と町議会に意見書を意見書を提出しました提出しました。。

意　見　書　（概要）
１	 持続可能な農業へ向けて

　本町においても、担い手となる農業従事者は高齢化により減少し、更に異常気象等の災害や原油の高騰などの
社会情勢が担い手の農業経営に多大な影響を与えているところであります。担い手である農業者が安定した農業
経営を持続させるため、以下の支援をお願いします。
① 農地利用の最適化の推進、基盤整備、園芸作物等を取入れた複合営農の促進に取り組むほか、地域性を考慮

した地域計画を、町と農協等関係機関、農家が共同で進めていく体制づくりを要望します。
②　これからの町の農業を担う後継者や新規就農者等を確保・育成するとともに、新たな担い手や意欲ある農業

者が将来にわたり安定的な農業経営を行える支援を要望します。
③　主食用米の生産目標数量の達成のため、農業再生協議会が方針作成者と連携し、引き続き積極的な取組みを

要望します。
④　農業者が不安にならずに安定した農業経営が持続できるようにするため、高騰する農業資材等への支援の継

続を要望します。
⑤　最近は異常気象が恒常化しつつあり、農業経営者に不安をもたらしています。県、農協等関係機関・団体と

連携し、被害防止に努めるとともに被害への支援を要望します。
⑥　収入保険への加入を促進するため、また、農業の安定経営のため、保険料及び付加保険料（事務費）に対す

る助成を要望します。
2	 担い手への農地の集積・集約化について

　農産物の生産コストを下げるには、耕作の事業に供される農地を効率的に耕作できる集積・集約化が必要であ
りますので、以下の支援をお願いします。
①　地域計画に基づく地域での取組みや基盤整備事業の活用などにより、担い手へ農地の集積・集約がより一層

図られるよう支援を要望します。
②　事業主体である県等関係機関と連携し、基盤整備事業が早期に竣工されるよう要望します。
③　果樹栽培において、安定収入に至るまでの過程が厳しいため、若手が希望を持って果樹栽培を始め、また継

続して取り組めるよう、遮光シートや雨よけハウス等の災害防止設備への助成等、具体的な施策を要望します。
④　若手が希望を持って就農するためには、栽培技術のみならず、簿記方式などの経営面やマーケティングの手

法を取り入れた経営安定のためのサポート支援が欠かせません。広く人づくりに資するような、充実した施策
を要望します。

3	 耕作放棄地の発生防止・解消について
　高齢化による労働力不足や所有者不明に伴う農地の管理不全など様々な要因による耕作放棄地が増加していま
すので、以下の支援をお願いします。
① 国が推進しているとおり、解消が困難な耕作放棄地については、積極的な非農地化を図り、土地の有効利用

に資する取り組みを要望します。
②　「果樹の里　聖籠」を維持・発展させるため、果樹振興策として、果樹園の団地化や幼木の未収益期間の支

援などに取り組み、その結果として耕作放棄地の発生防止・解消する取組みを要望します。
4	 農業・農村振興の体制強化について

　農業委員会は農地利用の最適化に取り組んでおります。
「地域計画」の作成や基盤整備事業の事務等で町や土地改良区と連携し、農業振興事業や土地改良事業等の業務
を遂行しておりますので、以下の支援をお願いします。
① 基盤整備事業は、農地中間管理型で推進しており、それに伴い農業委員会に多大な事務負担を生じさせてい

ます。推進する基盤整備事業に支障をきたさない体制を要望します。
②　生産調整や園芸促進の農業振興だけではなく、多面的機能支払や基盤整備事業等の農村振興もあり、現在多

様化しています。様々な業務に対応できる体制を要望します。
※　意見書全文は農業委員会事務局ホームページで閲覧できます。
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聖籠町賃借料情報は下記のとおりです。
　令和6年1月から令和6年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10ａ当たり）は、以下のとおりとなっております。
１．田（水稲）の部	 ※ 1 ※ 2

　締結（公告）された地域 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） 筆数 使用貸借（筆数）

30ａ～100ａ区画のほ場整備完了地 20,900 23,000 20,000 16 0 
ほ場整備完了地除く全域 17,000 20,000 10,000 465 108 

ビニール水田 14,000 14,000 14,000 35 0 
（参考）聖籠町平均 17,300 ― ― ― ―

２．畑の部
区　分 平均額（円） 最高額（円） 最低額（円） 筆数 使用貸借（筆数）

普通畑 町内全域（普通作物） 8,800 20,000 5,000 34 52
特殊畑 町内全域 （果樹等） 11,200 15,000 7,000 2 16

※ 1　合計筆数は使用貸借を含む件数です。　※ 2　使用貸借とは無償の貸借です。（ただし、維持管理費等の負担を除く）
◎蓮潟地区の未整備ほ場（区画整理前の田に関し、令和６年度産米については 10a 当り 17,000 円と協議されました。

新
規
就
農
者
紹
介

新
規
就
農
者
紹
介

阿部孝弘
杉谷内

　
私
は
幼
い
頃
か
ら
当
た

り
前
の
よ
う
に
田
畑
や
農

作
業
に
触
れ
、
当
た
り
前

の
よ
う
に
祖
父
や
父
母
が

作
る
農
作
物
を
食
べ
、
周

り
の
農
家
か
ら
も
果
物
を

い
た
だ
く
な
ど
し
て
、
聖

籠
町
の
美
味
し
い
農
作
物

を
当
た
り
前
の
よ
う
に
食

べ
て
育
ち
ま
し
た
。

　
年
齢
を
重
ね
る
に
つ

れ
、
当
た
り
前
と
思
っ
て

い
た
環
境
は
、
実
は
と
て

も
恵
ま
れ
た
素
晴
ら
し
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な
環
境
も
、
農
業
の
高
齢

化
や
後
継
者
不
足
に
よ
り

変
化
し
、
ま
た
、
農
地
の

荒
廃
化
も
目
に
す
る
よ
う

に
な
り
、
私
が
当
た
り
前

と
思
っ
て
い
た
素
晴
ら
し

い
環
境
を
次
世
代
へ
つ
な

ぎ
た
い
、
美
味
し
い
農
作

物
を
作
り
た
い
と
い
う
思

い
が
年
々
強
く
な
り
、
令

和
６
年
か
ら
就
農
い
た
し

ま
し
た
。

　
父
か
ら
果
樹
畑
を
引
き

継
い
で
一
年
が
過
ぎ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
知
識
も

経
験
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で

毎
日
が
不
安
だ
ら
け
で
す

が
、
有
難
い
こ
と
に
周
り

に
同
世
代
を
は
じ
め
と
す

る
先
輩
農
業
者
が
多
数
お

り
、
気
軽
に
相
談
で
き
る

こ
と
や
、
役
場
、
普
及
セ

ン
タ
ー
、
農
協
な
ど
の
サ

ポ
ー
ト
も
受
け
る
こ
と
が

で
き
、
農
業
に
取
り
組
み

や
す
い
環
境
で
あ
る
こ
と

に
と
て
も
助
か
っ
て
い
ま

す
。

　
今
後
は
、
よ
り
よ
い
品

質
を
追
求
し
、
美
味
し
い

作
物
を
消
費
者
へ
届
け
ら

れ
る
よ
う
、
ま
た
、
聖
籠

町
特
有
の
砂
丘
地
を
利
用

し
た
農
業
を
将
来
へ
引
き

継
げ
る
よ
う
、
日
々
精
進

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

知って得する︕農業者年金
農業者の方は、国民年金の上乗せの公的な年金
「農業者年金」に加入して安心で豊かな老後を︕

○農業者年金の加入には、
「国民年金第１号被保険者であること」
「年間６０日以上農業に従事していること」
「６０才未満であること※」
の３つの要件を満たしている必要があります。

※令和４年５月から６０歳以上６５歳未満で国民年金に任意加入している方
も農業者年金に加入できるようになりました。

検索詳しくは…

https://www.nounen.go.jp

農業者年金基金

農業者なら誰でも入れる「終身年金」です！

一定の要件を満たす方には、

月額最大１万円の保険料補助
加入で大きな節税効果！

保険料は全額社会保険料控除の対象

ご相談はお近くのＪＡへ！
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『地域計画』『地域計画』
　の策定が進んでいます　の策定が進んでいます

地域計画とは・・・ 農業者や地域の皆さんの話し合いで作る「将来の地域農業の設計図」
です。

―  

こ
ん
な
こ
と
を
計
画
に
盛
り
込
み
ま
す
!!

①  

地
域
の
農
業
の
現
状
と
課
題

②  

地
域
の
農
業
を
将
来
ど
う
し
て
い
き
た
い
か

 
 （

園
芸
作
物
へ
の
転
換
、
ス
マ
ー
ト
農
業
・

環
境
保
全
型
農
業
の
導
入
な
ど
）

③  

農
地
の
集
積
・
集
約
に
向
け
た
取
組

 
 (

農
地
バ
ン
ク
の
活
用
、
基
盤
整
備
事
業
、
担
い
手
育
成
な
ど
）

④  

10
年
後
の
農
地
の
担
い
手
を
示
し
た
地
図
（
＝
目
標
地
図
）

説明会の様子（令和6年12月4日）

● 

地
域
計
画
（
案
）
の
概
要

１
　	

地
域
に
お
け
る
農
業
の
将
来
の
在
り
方

⑴  

地
域
計
画
の
区
域
の
状
況

区
域
内
の
農
用
地
等
面
積

● 

な
ぜ
今
地
域
計
画
？

出し手

農地を貸したい
けど誰が借りて
くれる？

農地を貸して
いるけど

いつまで耕作
してくれるかな？

後継者がいないし
機械が壊れるまでかな。

受け手

農地を
借りたいけど
誰の農地で
誰が相続
してる？

近場で
規模拡大
したい！

荒れた農地
から悪影響が
あると不安。

これ以上
農地を
引き受け
きれないな。

農地が
バラバラにあって
移動が大変だ。

目標地図で地域農業の将来像を可視化し、地域の農地の維持、
そして地域農業の更なる発展に向けて動き出しましょう！
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⑵  

農
地
中
間
管
理
機
構
の
活
用
方
法

⑶  

基
盤
整
備
事
業
へ
の
取
組

⑷   

多
様
な
経
営
体
の
確
保
・
育
成

の
取
組

⑸   

農
業
協
同
組
合
等
の
農
業
支
援

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
へ
の
農
作

業
委
託
の
取
組

※ 

任
意
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
記

載
な
し
。

４
　
地
域
内
の
農
業
を
担
う
者
一
覧

５
　	

農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
一
覧

（
当
町
記
載
な
し
）

６
　
目
標
地
図
（
次
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
）

● 

地
域
計
画
策
定
ま
で
の
流
れ

・  

12
月
4
日
　
地
域
計
画
（
案
）
説
明

会（
＝
協
議
の
場
）
の
実
施

・  

12
月
中
　
町
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
、
協

議
の
場
の
結
果
を
公
表

・  

２
０
２
５
年
1
月
　
関
係
機
関
へ

の
意
見
聴
取

関
係
機
関
： 

農
業
委
員
会
、
農
地
中
間

管
理
機
構
、
農
業
協
同
組

合
、
土
地
改
良
区
　
等

2
月
　
地
域
計
画（
案
）の
公
告
・
縦
覧

3
月
　
地
域
計
画
の
公
告

● 

そ
の
他
（
農
地
制
度
の
変

更
に
つ
い
て
）

・  

令
和
7
年
4
月
か
ら
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
相
対
で

の
農
地
の
貸
借
契
約
を
新
た
に
結

ぶ
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。

農地法3条に
よる貸借

農業経営基盤強化促進法に基
づく相対での貸借

農地中間管理機構（農
地バンク）の仲介によ
る貸借

令和7年
３月末まで

手続きは不要
です。

現在結ばれている契約は、期
間満了まで有効です。 また、
令和7年1月10日までは、町農
業委員会で新規・更新の手続
きを受け付けます。 引き続き契約を結ぶこ

とが出来ます。

令和7年
4月から

新たに契約を結ぶことはでき
ません。

①  

農
業
振
興
地
域
の
う
ち
農

用
地
区
域
内
の
農
地
面
積

② 

田
の
面
積

③ 
畑
の
面
積

④  

規
模
縮
小
な
ど
の
意
向
の

あ
る
農
地
面
積
の
合
計

⑤  

今
後
農
業
を
担
う
者
が
引

き
受
け
る
意
向
の
あ
る
農

地
面
積
の
合
計

⑵ 

地
域
農
業
の
現
状
及
び
課
題

⑶  

地
域
に
お
け
る
農
業
の
将
来
の

在
り
方

２
　	

農
業
の
将
来
の
在
り
方
に
向
け
た

農
用
地
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な

利
用
に
関
す
る
目
標

⑴   

農
用
地
の
効
率
的
か
つ
総
合
的

な
利
用
に
関
す
る
方
針

⑵   

担
い
手
に
対
す
る
農
用
地
の
集

積
に
関
す
る
目
標

 

現
状
の
集
積
率
　
69
％

 
 

将
来
の
目
標
と
す
る
集
積
率
　
90
％

⑶  

農
用
地
の
集
団
化
（
集
約
化
）

に
関
す
る
目
標

３
　	

農
業
者
及
び
区
域
内
の
関
係
者
が

２
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る

べ
き
必
要
な
措
置

⑴   

農
用
地
の
集
積
、
集
団
化
の
取
組

令和６年度　新潟県農業委員大会令和６年度　新潟県農業委員大会 11月21日

新潟市「新潟テルサ」にて行われた令和６年度新潟県農業委員大会に参加しました。

・議　　事 第 1 号議案　農地利用の最適化に向けた施策推進に関する要請
 第 2 号議案　「にいがた農地利用再編運動」の推進の申し合わせ
 第 3 号議案　「情報提供活動」の一層の強化に関する申し合わせ
・中央情勢報告　「改正基本法のもとでの地域農業再構築と農業委員会組織の役割」
 　～ 70 周年を迎えた農業委員会組織の更なる飛躍に向けて～
　　　　　　　  　一般社団法人全国農業会議所　専務理事　稲垣　照哉
・講　　演　「潟の食と農に感謝！　時代の変化への挑戦！」　
 　　　　　　　フリーアナウンサー　伊勢　みずほ
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あ がと き

✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢・・✢

　あけましておめでとうございます。
　私は第15期と第24期・25期の農業委員を務めさせていただいております。その間、町当局・
農業委員会事務局長・町職員の方々には、大変お世話になってまいりました。第15期は農地法
第３条・第４条・第５条の許可申請が多くありました。農政では米余りの時代で、水田再編対策
（水田フル活用）の時でした。
　現在は、平成27年の農業委員会法の改正により、公選制廃止等の大改革が行われたところで
す。また、農政では「人・農地プラン」を経て「地域計画」が進められている現状です。その中
で、基盤整備事業や大規模農家の育成、担い手への集積・集約、そしてスマート農業へと大変な
時代ですが、将来に向けた地域農業が進んでいると思っております。
　これからも皆様とともに、農業の活性化に尽力してまいります。　　　農業委員　新保　要一

て
け
向
に
消
解
の
地
農
休
遊

遊休農地の再生利用を遊休農地の再生利用を応援応援します！します！
遊休農地対策事業補助金遊休農地対策事業補助金

◆ 補 助 内 容 ◆
対　象　者 対　象　経　費 補　助　金　額

① 遊休農地を新規に取得又は
賃借して耕作する者

② 地区協議会（農家組合単位
で組織し、遊休農地所有者
を含む３戸以上を構成員と
する協議会）

遊休農地を解消、再生利用する活動
に要する経費
（障害物撤去、抜根、草刈、耕うん
等による環境整備）
※土地改良に要する経費は除く

補助対象経費の２分の１と
する。
（１回限り）

上記②の地区協議会

上記で整備した遊休農地の保全管理
に要する経費
（景観作物作付け活動又は耕うん、
草刈等による保全管理）

補助対象経費の２分の１と
する。
（１年に１回まで、２年の
活用を上限とする。１回分
限度額２万円/10a以内）

※補助額は予算の範囲内での交付となります

◎詳しいお問い合わせは産業観光課・農業委員会へ（☎27-2111）へお問合わせください。

農作業事故の防止に
心がけましょう

農業機械による公道への
汚れ防止に心がけましょう

堆肥による迷惑臭の防止に
心がけましょう

農
地
部
長

　神
田

　
　勝

日
頃
か
ら
、
地
域
の
農
業
を
維
持
す
る

た
め
に
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
農
業
者
の
皆

様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

年
々
、
増
加
傾
向
に
あ
る
遊
休
農
地
。

こ
れ
を
有
効
に
生
か
し
た
取
り
組
み
に
繋

げ
る
た
め
、
集
落
な
ど
の
協
力
も
機
能
さ

せ
る
こ
と
で
、
遊
休
農
地
の
解
消
に
つ
な

げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
一
口
に「
遊

休
農
地
」
と
い
い
ま
す
が
、
草
刈
り
等
を

行
う
こ
と
で
耕
作
可
能
に
な
る
農
地
、
反

対
に
、
再
生
利
用
が
困
難
で
、
作
付
け
の

増
進
を
図
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
農
地

が
あ
り
ま
す
。
特
に
、
後
者
の
遊
休
農
地

の
発
生
防
止
、
早
期
発
見
の
た
め
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
ご

自
分
の
耕
作
地
周
辺
の
状
況
を
把
握
さ
れ

て
い
る
皆
様
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
情
報
を
提

供
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
次
第
で
す
。

従
来
の
農
業
者
の
事
情
に
よ
り
耕
作
で

き
な
く
な
り
、
気

が
付
け
ば
遊
休
農

地
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な

ら
な
い
よ
う
、
ま

た
、
危
険
な
場
所

の
発
生
を
防
止
す

る
た
め
に
も
、
農

業
者
皆
様
の
ご
協

力
に
合
わ
せ
、
情

報
も
聞
か
せ
て
い

た
だ
く
と
あ
り
が

た
い
と
思
い
ま
す
。


